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 平成２９年３月２７日 

 

鳥取市長 深 澤 義 彦    

 

鳥取市条例第２２号 

鳥取市議会委員会条例の一部を改正する条例 

鳥取市議会委員会条例（昭和４３年鳥取市条例第２８号）の一部を次のように改正

する。 

第２条第２項中「福祉保健部」を「福祉部、健康こども部」に改める。 

   附 則 

 この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 


